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健康で思いやりのある社会づくり
保健・医療・福祉分野
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３－１　保健・医療体制の充実

　住民が力をあわせて助けあい、支えあい、健康でともに生きる地域づくりを目指して、住民の健康づ
くりを推進するとともに、生涯各期にわたる保健事業の充実及び地域医療体制の拡充に努めます。

実
　
　
施
　
　
概
　
　
要

取　　　組 実施主体 H25 H26 H27 H28 H29 優先度

1

健康教育・健康相談の推進

健康管理係
健康相談係 A

・�健康づくり教室の開催（太極
拳、ふまねっと運動ほか）
・�団体等への健康づくり啓発事業
・生活習慣改善教室
・男性栄養教室
・健康相談
・こころの相談事業
・�社会復帰相談指導事業（しら
ぬかサークル）
・�タコ君とイカさんの恋問体操
普及事業

2
健康づくり計画「健康しらぬか
21」の推進 健康相談係 A
・計画の推進、進行管理

3
各健診事後の保健指導

健康相談係 A・特定保健指導
・がん検診事後指導

実
　
施
　
概
　
要

取　　　組 実施主体 H25 H26 H27 H28 H29 優先度

1

疾病の予防
健康管理係
健康相談係
保険年金係

A・がん検診
・骨そしょう症検診
・特定健康診査、保健事業

2

感染症の予防

健康管理係 A
・インフルエンザ予防接種
・�予防接種（二種混合等、ポリオ、
麻しん、風しん、BCG）
・エキノコックス症検診
・子宮頸がん等ワクチン接種

事業番号 ３－１－１
小 分 類 健康しらぬか21の推進

施策目的 住民の健康づくりを推進するため、健康寿命の延伸を図るとともに、生活習慣病の
予防に努めます。

事業番号 ３－１－２
小 分 類 保健サービスの充実

施策目的 健康で安心して生活できる環境を構築するため、母子保健事業及び疾病の予防、早
期発見・早期治療の充実に努めます。
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実
　
施
　
概
　
要

取　　　組 実施主体 H25 H26 H27 H28 H29 優先度

1
救急医療の充実

健康管理係 A・釧根広域救急医療の確保
・釧路管内小児救急医療の確保

2
地域医療の充実

健康管理係 A
・白糠町三師会への助成

実
　
　
　
施
　
　
　
概
　
　
　
要

取　　　組 実施主体 H25 H26 H27 H28 H29 優先度

3

母子の支援

健康管理係
健康相談係 A

・妊婦健康診査
・妊婦等の保健指導
・マタニティクラスの開催
・妊産婦等の訪問指導
・乳児健康診査
・１歳６ヶ月、３歳児健康診査
・フッ素塗布の実施
・離乳食教室
・２歳児健康相談
・乳幼児歯科保健指導
・乳児ふれあい体験学習
・�管内子ども発達支援連絡協議
会への加盟
・母子健康相談
・母子健康教育

4
保健施設の維持管理

健康管理係 A
・保健センターの維持管理

5

健康づくりの基盤整備

健康相談係 A

・健康推進組識への支援
・保健推進委員会への支援
・�「白糠町の保健活動」（冊
子）の作成
・�北海道市町村保健活動連絡協
議会への加盟

6
新型インフルエンザの予防

健康管理係 A
・消毒液、マスクの整備

7
フッ化物洗口の実施

健康相談係 A
・幼稚園、保育園に薬液を配布

事業番号 ３－１－３
小 分 類 地域医療体制の充実

施策目的 高齢社会の到来に伴う医療ニーズの増大、高度化に対応するため、民間医療機関と
の連携や広域的連携を強化し、地域医療体制の充実に努めます。
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３－２　地域福祉の充実

　社会福祉協議会や民生委員児童委員、町内会、ボランティア団体などとの地域における支援や
協力の連携体制の強化を図りながら、相互扶助的な地域社会の充実に努めます。

実
　
　
　
施
　
　
　
概
　
　
　
要

取　　　組 実施主体 H25 H26 H27 H28 H29 優先度

1
遺族支援の充実

社会福祉係 A
・白糠町遺族会への助成

2

地域福祉の推進

社会福祉係 A
・�白糠町女性ボランティアクラ
ブへの助成
・�白糠町民生委員児童委員協議
会への助成
・町民バスの借上げ

3

アイヌ福祉の向上

社会福祉係 A
・�北海道アイヌ協会白糠支部へ
の助成
・�北海道ウタリ地区振興対策事
業推進協議会への加盟

4

災害弱者等への支援

社会福祉係 A
・�災害弔慰金等及び災害見舞金
支給事業
・�災害救護、講習等普及、青少
年赤十字援護事業

5
生活保護対策

社会福祉係 A
・生活保護扶助費支給事務など

6
殉公者追悼事業の充実

社会福祉係 A
・白糠町殉公者追悼式事業

7

行旅人援護

社会福祉係 A・�行旅病人及び行旅死亡人援護
事業
・無銭放浪者援護事業

8
福祉灯油購入費の助成

社会福祉係 A・�低所得者世帯への灯油購入費
助成

9
生活館の管理運営

社会福祉係 A
・白糠生活館の維持管理

10
モシリの管理運営

社会福祉係 A
・ポコロモシリの維持管理

事業番号 ３－２－１
小 分 類 地域福祉の充実

施策目的 住民が住み慣れた地域で助けあい、支えあいながら暮らせる地域社会を構築するた
め、町内会、ボランティア団体と連携を図りながら、地域福祉の充実に努めます。
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３－３　高齢者福祉の充実

　介護予防及び健康・生きがいづくりのための保健福祉サービスの充実を推進するとともに、要支
援・要介護の高齢者に対し、民間事業者等と連携しながら、介護保険サービスの充実に努めます。

実
　
　
　
施
　
　
　
概
　
　
　
要

取　　　組 実施主体 H25 H26 H27 H28 H29 優先度

1

介護予防・生活支援の充実

介護支援係
社会福祉係
介護保険係

A

・軽度生活援助
・生きがい活動支援通所
・独居老人声かけ
・除雪
・機能訓練
・介護支援ごみ袋支援

2
緊急通報システムの維持管理

社会福祉係 A
・緊急通報装置の設置及び管理

3
配食サービス事業の推進

介護支援係 A
・配食サービス事業

4
福祉電話の維持管理

社会福祉係 A
・福祉電話の設置及び管理

5
外国人高齢者・障がい者への支援

社会福祉係 A
・給付金の支給事務

6

養護老人の支援措置

社会福祉係 A
・養護老人ホーム入所判定
・負担金徴収
・措置費支出事務
・訪問調査

7
高齢者活動の推進

社会福祉係 A・老人クラブ連合会への助成
・単位老人クラブへの助成

8
居宅介護支援事業の推進

介護支援係 A・ケアプランの作成、訪問調査
・在宅ケア事業団への加盟

9
総合相談支援の充実

介護支援係 A・初期段階での相談対応
・継続的な相談支援

10
権利擁護の充実

介護支援係 A・成年後見制度の活用促進
・老人福祉施設等への措置支援

11

二次予防事業の対象者把握事業

介護支援係 A
・�要介護認定者を除く第１号被
保険者の基本チェックリスト
の配付・回収
・二次予防事業の対象者の決定

事業番号 ３－３－１
小 分 類 高齢者福祉の充実

施策目的 高齢者の要介護・要支援状態への進行を防止するため、健康・生きがいづくりサー
ビスの推進に努めるほか、介護予防・生活支援事業の充実を図ります。
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実
　
　
施
　
　
概
　
　
要

取　　　組 実施主体 H25 H26 H27 H28 H29 優先度

1
中核福祉施設の建設

社会福祉係 C
・中核福祉施設建設の検討

2
寿の家の維持管理（茶路、庶
路、西庶路） 社会福祉係 A
・寿の家の維持管理

3
西庶路寿の家の改築

社会福祉係 B
・西庶路寿の家の改築検討

実
　
　
施
　
　
概
　
　
要

取　　　組 実施主体 H25 H26 H27 H28 H29 優先度

1
介護保険事業計画の策定

介護保険係 A・�介護保険事業計画の策定及び
進行管理

2

介護保険事業の推進

介護保険係 A
・要介護認定等の審査、判定
・介護保険被保険者の資格管理
・介護サービス費の給付
・介護保険料の賦課、通知
・介護保険料の収納管理

3

要支援・要介護者に対する支援
の充実

介護支援係 A
・�予防給付、介護予防事業のケ
アマネジメント業務
・�包括的、継続的ケアマネジメ
ント支援事業
・�包括的支援事業及び介護予防
支援業務に係るデータ管理

事業番号 ３－３－２
小 分 類 高齢者福祉の充実

施策目的 高齢者の日常生活における健康づくり・生きがいづくりを推進するため、活動拠点
となる集会施設の維持管理及び整備に努めます。

事業番号 ３－３－３
小 分 類 介護保険制度の充実

施策目的 要支援・要介護の高齢者に対する生活支援のため、介護サービス事業の提供体制の
充実に努めます。
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実
　
　
　
施
　
　
　
概
　
　
　
要

取　　　組 実施主体 H25 H26 H27 H28 H29 優先度

1

地域生活支援事業の推進

社会福祉係
児童福祉係 A

・相談支援
・移動支援
・コミュニケーション支援
・地域活動支援センターの運営
・日常生活用具等の給付
・日中一時支援

2

訓練等給付事業の推進

社会福祉係 A・就労移行支援
・就労継続支援
・共同生活援助

3

介護給付事業の推進

社会福祉係
児童福祉係 A

・�居宅介護、児童発達支援、放
課後等デイサービス、短期入
所、共同生活介護、施設入所
等の支援

4
交通費の支援

社会福祉係 A・心身障がい児等施設訪問援護
・重度障がい者への交通費助成

5

医療費の支援

社会福祉係 A
・精神障がい者への医療費助成
・�重度心身がい者への医療費助成
・�自立支援医療費（更生医療・
育成医療）の給付

6
難病対策の推進

社会福祉係 A・�特定疾患患者及び保護者の援護
・�北海道難病連釧路支部への助成

7
補装具費の給付

社会福祉係 A
・�義肢、装具、車いす、補聴器等

３－４　障がい者福祉の充実

　すべての障がいのある方が安心して元気に暮らせるよう、必要な障がい福祉サービス及び地域生
活支援事業等のサービス提供体制の充実を図ります。

事業番号 ３－４－１
小 分 類 障がい者福祉の充実

施策目的 障がいのある方が家庭や地域で安心した生活を営むことができるまちづくりを構
築するため、「障がい福祉計画」に基づき、サービス提供体制の充実に努めます。
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実
　
　
施
　
　
概
　
　
要

取　　　組 実施主体 H25 H26 H27 H28 H29 優先度

8

障がい者団体への支援

社会福祉係 A

・�身体障害者福祉協会庶路分会
への助成
・�身体障害者福祉協会白糠分会
への助成
・�白糠町手をつなぐ育成会への
助成

9

障がい者支援団体との連携
社会福祉係
健康管理係 A・�釧路地区身体障害者福祉協会

への加盟
・釧路精神保健協会への加盟
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３－５　子育て支援の充実

　若い世代が安心して子どもを産み、ゆとりを持って健やかに育てていくことができる環境づくりを総
合的に推進し、子ども・子育てにやさしいまちづくりを進めます。

実
　
　
　
施
　
　
　
概
　
　
　
要

取　　　組 実施主体 H25 H26 H27 H28 H29 優先度

1

保育事業の充実

児童福祉係 A

・保育所の入退所手続き
・保育料の収納管理
・児童措置
・�日本スポーツ振興センターへ
の加盟
・管内保育連合会への加盟

2

子育て環境の充実

児童福祉係 A
・児童手当の支給
・未熟児療育医療費助成
・乳幼児等の医療費助成
・北海道社会福祉協議会への加盟
・子育て支援センターの運営

3
児童虐待の防止

児童福祉係 A・家庭児童相談
・要保護児童措置

4
ひとり親家庭の支援

児童福祉係 A・児童扶養手当の支給
・ひとり親家庭等への医療費助成

5

障がい児の支援

児童福祉係 A
・特別児童扶養手当の支給
・�子ども発達支援センターへの
助成
・�児童発達支援センター利用負
担金の支出

6

児童館の運営

児童福祉係 A・児童館の運営
・放課後児童クラブの運営
・�道東地区児童館連絡協議会へ
の加盟

事業番号 ３－５－１
小 分 類 子育て環境の整備

施策目的 次代を担う子どもたちが健やかに産まれ育つ環境づくりを構築するため、保育サー
ビスや子育て支援サービスの充実に努めます。
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実
　
施
　
概
　
要

取　　　組 実施主体 H25 H26 H27 H28 H29 優先度

7
保育園の運営

児童福祉係 A・�白糠、庶路、茶路へき地保育園
の運営

8

少子化対策に係るゴミ袋等支給
事業

健康相談係 A
・�１歳未満の乳児の保護者への
ゴミ袋減免シールの支給
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３－６　社会保障の充実

　低所得者などの生活の安定と自立の促進に向け、相談・支援体制の充実を図ります。また、国民健
康保険事業の健全運営を推進するほか、国民年金制度に関する住民の理解を深めるよう努めます。

実
　
　
施
　
　
概
　
　
要

取　　　組 実施主体 H25 H26 H27 H28 H29 優先度

1
後期高齢者医療の充実

保険年金係 A
・被保険者に対する医療給付

2

国民年金事業の推進

保険年金係 A・裁定請求書等の受理進達
・相談業務
・免除申請等の受付事務　

3

国民健康保険事業の推進

保険年金係 A・保険税率の決定
・保険の給付
・国保運営協議会の運営　

4
医療費の適正化対策

保険年金係 A・レセプト点検　
・訪問指導

事業番号 ３－６－１
小 分 類 社会保障の充実

施策目的 安定した社会保障の確立を図るため、国民健康保険事業の健全経営に努めるほか、
国民年金制度に関する啓発活動・相談の充実に努めます。


